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1. 景観専門委員会の今後の流れについて 

景観専門委員会における今後の主な検討項目（案）を以下に示す。なお、検討項目の抽出及び

その流れについては、河川における景観整備の一般的な流れや景観アセスメント（参考資料添付）

の流れを参考にした。第 4 回以降の検討項目に関しては、大橋川周辺まちづくり検討委員会およ

び景観専門委員会の進捗等をふまえながら、今後詳細を検討していくものである。 

また、自然的要素の大きい中流区間・下流区間については、今後の「環境検討委員会」の検討

結果を十分にふまえ、景観検討内容に反映させていくこととする。 

 
○委員会立ち上げ 

・ 委員会の設立趣旨・進め方の確認 
・ 松江市および大橋川周辺地域の現状について 
・ 大橋川改修の具体的内容について 

第
一
回 

 
 
 
 
 
 
 

①現況景観の把握・分析 
・ 大橋川沿川の景観要素の抽出・整理 
・ 大橋川の景観的特性の整理（様々な構図からみた特性の整理） 

 
 
 
 

第
二
回 

（今
回
） 

 
 
 

③景観形成における「基本方針」の検討 
・ めざすべき景観理念（コンセプト）について 
・ 景観形成における基本的な考え方について 

②「景観形成にあたり配慮すべき事項」のとりまとめ 
・ 景観に関する規制、松江市における景観形成の目標像 
・ 沿川景観の歴史的背景 
・ 現況景観の特徴からみた配慮事項 等 

 
 
 
 第

三
回 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑥景観形成における「基本設計」とその景観評価 
・ 区間設計と拠点設計 
・ 一般平面図や標準断面図などで表現 

⑤形成される景観の評価手法の検討 
・ 評価項目、尺度 
・ 予測評価手法 等 

④景観形成における「基本計画」の検討 
・ 「基本方針」に基づいた景観整備の具体的な方針について 
・ 基本計画図（景観ガイドプラン図：「基本方針」をふまえ、基本設計を行うに際して景観的に

配慮すべきポイントを平面図上に示したもの）について 

 
 
 
 
 

第
四
回
～ 
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2. 景観形成における「基本方針」の検討手順について 

次回の第 3 回景観専門委員会では、大橋川沿川の景観形成における「基本方針」について、検

討する予定となっている。 

ここでの景観形成における「基本方針」とは、「めざすべき景観理念」と「景観形成における

基本的な考え方」の 2 点で構成される。 

 
◆景観形成における「基本方針」の内容について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集
約 

景観形成の基本的な考え方 

○「めざすべき景観理念」をより具体的にして、目指すべき方向性を示すもの 

○景観アセスメントの手順に則り、具体化にあたっては、「周辺の景観等への配

慮の考え方」や「住民等の利用を考慮した整備の考え方」の視点を含める。

【例】 
＜全体＞ 

・○○の開放的な眺望景観を保全する。 
・自然な水辺空間を創出するため、堤防、高水敷、水際部を一体に捉え、つながりのある

空間とする。 
・船上からの景観に配慮する。 
・かつての面影を伝える風情へ配慮する。 

＜利用面＞ 
・現状の生活道路などを活用し、水辺への近づき易さを確保する。 
・上下流との連続性に配慮し、にぎわいの拠点としての魅力を高める。 

＜構造物＞ 
・歴史的な景観となじむ簡素で控えめなデザインとする。 

めざすべき景観理念 （キャッチフレーズ） 

○「対象範囲の景観設計を一言で言い表す考え方」（コンセプト）である 

○多くのプロセスと多くの関係者によって良好な景観形成が図られていくため

に、共通の立脚点に立たせるような大きな方向性を示す言葉とする 

具
体
化

【例】 
・○○の歴史を感じさせる川 
・あたかも従前からそこにあったように自然な、そして人々が利用しやすい水辺空間 
・○○の豊かな自然と△△の歴史的風情から成る景観の保全 
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以上の内容を踏まえ、景観形成における「基本方針」の検討手順について以下に示した。 

「基本方針」は、様々な観点から抽出した「景観形成にあたり配慮すべき事項」と現況景観の

特徴を元にとりまとめる。 

 
◆景観形成における「基本方針」の検討の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「景観形成にあたり配慮すべき事項」の抽出 

以下の観点から抽出し、とりまとめる 

○景観等に関する法律・条例から 

みた配慮事項 

 

 

 

 

 

○沿川景観の歴史的背景から 

みた配慮事項 

 

 

 

○現況景観の特徴から 

みた配慮事項 

 

以下に示すような条例等より、大橋川沿川の景観形

成において参考とすべき項目を整理する 

・ ふるさと島根の景観づくり条例 

・ 松江市都市景観条例 

・ 島根県公共事業等景観形成ガイドプラン 

・ しまね景観色彩ガイドライン 

・ 松江市景観形成基本計画 

・ 公共事業等景観形成指針 

・ 松江市第 5次総合計画      等 

現況景観の特徴（第 2 回景観専門委員会審議事項）

をふまえ、今後の景観形成における配慮すべき事項

を整理する 

・ 主要な景観構成要素について 

・ 住民等の利用（親水空間、釣りや生活動線等）

を考慮した配慮について  等 

以下に示すような情報の整理により、景観形成上の

よりどころとしての原風景や歴史的資源の保全・活

用の視点からみた配慮すべき事項を整理する 

・ 改修の歴史 

・ 沿川における文化・行楽（ヤナギ並木の由来

等）    等 

現況景観の特徴 

（第 2回景観専門委員会審議事項） 

景観形成における「基本方針」の整理 

○めざすべき景観理念（コンセプト・キャッチフレーズ）

○景観形成の基本的な考え方 

 
なお、「基本方針」の設定においては、その検討過程において区間（上・中・下流）・区域（ゾ

ーン）に分けて設定した方が良いと判断された場合は、現況景観の特徴を踏まえ、適宜、区間・

区域毎に分けて設定することとする。 
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参考資料 景観アセスメントについて 
 
景観アセスメントとは、平成１５年７月に策定された「美しい国づくり政策大綱」内の施策展

開に位置づけられた景観評価のシステムであり、現在、全国 50 箇所程度で試行されている。なお、

現時点では試行段階ということで、正式なガイドラインは示されていないが、「景観アセスメン

ト」の指針となる「国土交通省所管公共事業における景観評価の基本方針（案）（平成 16 年６月

策定）」（以下、基本方針（案）と記す）が示されており、原則として、その流れに沿って景観

形成の手順を踏んでいくこととする。 

 
 ○「国土交通省所管公共事業における景観評価の基本方針（案）（平成 16 年６月策定）」の主なポイント
 

 

 

 

 

 

 

１. 景観形成の基本的な考え方、方向性などを「景観整備方針」として明確化する。 

２. 景観評価に当たって、専門的な立場から指導・助言する「景観アドバイザー」を任命する新たな仕組みを導入する。

３. 住民や学識経験者等にインターネットやワークショップ等により情報提供し、広く意見聴取に努める。  

４. 各段階で「景観整備方針」に基づき適切に形成されているか「景観の評価」を実施する。 
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出典：景観アセスメント（景観評価）システムの概要（平成 16 年 6月 国土交通省）より一部改変 
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